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君
提
出
防
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庁
の
秘
密
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
六
年
か
ら
昭
和
六
十
年
ま
で
の
防
衛
庁
の
保
管
す
る
防
衛
秘
密
及
び
庁
秘
の
状
況
は
、
別
表
の
と 

 

お
り
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

文
書
、
図
画
又
は
物
件
の
う
ち
で
、
防
衛
庁
の
職
員
以
外
の
者
又
は
当
該
事
務
に
関
与
し
な
い
職
員
に
み
だ 

 

り
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
業
務
の
遂
行
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
以
下
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す 

る
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
部
内
限
り
」
又
は
「
注
意
」
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
件
数
及
び
点
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。 
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庁
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の
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防
衛
秘
密
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な
い
。

防
衛
庁
か
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防
衛
庁
以
外
の
省
庁
に
送
達
さ
れ
た
防
衛
庁
の
庁
秘
は
、
送
達
を
受
け
た
各
省
庁
で
保
管
等
の
措
置
が

採
ら
れ
て
い
る
が
、
各
年
末
に
お
け
る
保
管
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
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